
次世代運転監視制御ネットワーク構築事業　募集要項等（参加資格関連）に関する質問に対する回答

頁 章 節 細節 項 目　 細目

1 8 Ⅱ 4 (17) 監理技術者を専任で配置すること
ができること。

建設業法等関連法令等に基づき、有資格者を適正に配置してください。

2 8 Ⅱ 4 (17) 監理技術者を専任で配置すること
ができること。

監理技術者は調査設計期間も含めて原則専任としてください。ただし、専任の考え方
については土木工事現場必携(2建政技第299号通知)の専任で設置すべき期間の考
え方を参照ください。
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募集要項 当該公告案件に配置する監理技術者の業種は（電気）という認識でよろしいでしょ
うか。

資料名
該当箇所

項目名 質問事項 回答事項

募集要項 専任配置期間は現場着手から竣工までと捉え、調査・設計・機器製作期間などの
現場が稼働していない期間は専任を要しないという認識でよろしいでしょうか。


